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【Ⅲ－２ アウトカムにも着目した評価の推進－②】 

② 入院基本料等における 

各種基準の計算方法の明確化 
 

第１ 基本的な考え方 
 

入院基本料並びに特定入院料における平均在院日数及び在宅復帰率の
計算対象を明確化する。あわせて、短期滞在手術等基本料３を算定する
患者について、特定入院料における患者割合等の計算から除外する。ま
た、病棟が１看護単位として機能するに当たり、患者割合等の要件が過
度に複雑となることを避ける観点から、１病棟において届け出ることの
できる特定入院料の種類数を明確化する。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．急性期一般入院料等における自宅等に退院するものの割合の計算に
おいて、当該病棟において他の入院料（病床単位で算定可能な特定入
院料や短期滞在手術等基本料）を算定する患者は計算の対象外とする。
療養病棟入院基本料の注 10 に規定する在宅復帰機能強化加算につい
ても同様の対応を行う。 

 
２．特定入院料における各種基準の計算方法において、当該病棟内の他

の入院料（病床単位で算定可能な特定入院料や短期滞在手術等基本料）
を算定する患者は計算の対象外であることを通則に規定する。 

 
３．１病棟において届け出ることのできる特定入院料の種類数を２まで

とする。 
 

 

改 定 案 現   行 

【特定入院料の施設基準等】 

［施設基準］ 

一 通則 

(１)～(３) （略） 

(４) 一病棟において届け出るこ

とのできる特定入院料の種別

は、二までとする。 

(５) （略） 

十九 特定一般病棟入院料の施設基

【特定入院料の施設基準等】 

［施設基準］ 

一 通則 

(１)～(３) （略） 

（新設） 

 

 

(４) （略） 

十九 特定一般病棟入院料の施設基
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準等 

(１)～(４) （略） 

(５) 特定一般病棟入院料の注７

に規定する施設基準 

イ～チ （略） 

リ 当該病室において、退院患者

に占める、在宅等に退院するも

のの割合が七割以上であるこ

と。 

 

【病院の入院基本料等に関する施設

基準】 

４の４ 急性期一般入院料１、７対

１入院基本料（特定機能病院入院

基本料（一般病棟に限る。）及び

専門病院入院基本料）に係る自宅

等に退院するものの割合について 

(１) （略） 

(２) 当該病棟から退院した患者

数に占める自宅等に退院するも

のの割合は、次のアに掲げる数

をイに掲げる数で除して算出す

る。ただし、第２部「通則５」

に規定する入院期間が通算され

る再入院患者、同一の保険医療

機関の当該入院料にかかる病棟

以外の病棟への転棟患者、「Ｃ

００４－２」救急患者連携搬送

料を算定し他の保険医療機関に

転院した患者、退院時に他の入

院料を届け出ている病床又は病

室に入院していた患者、「Ａ４

００」短期滞在手術等基本料を

算定する患者及び死亡退院した

患者は計算対象から除外する。 

ア 直近６か月間において、当

該病棟から退院した患者数の

うち、自宅等に退院するもの

の数 

 

 

 

 

 

準等 

(１)～(４) （略） 

(５) 特定一般病棟入院料の注７

に規定する施設基準 

イ～チ （略） 

リ 当該病室において、退院患者

に占める、自宅等に退院するも

のの割合が七割以上であるこ

と。 

 

【病院の入院基本料等に関する施設

基準】 

４の４ 急性期一般入院料１、７対

１入院基本料（特定機能病院入院

基本料（一般病棟に限る。）及び

専門病院入院基本料）に係る自宅

等に退院するものの割合について 

(１) （略） 

(２) 当該病棟から退院した患者

数に占める自宅等に退院するも

のの割合は、次のアに掲げる数

をイに掲げる数で除して算出す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 直近６か月間において、当

該病棟から退院した患者数

（第２部「通則５」に規定す

る入院期間が通算される再入

院患者、同一の保険医療機関

の当該入院料にかかる病棟以

外の病棟への転棟患者、「Ｃ

００４－２」救急患者連携搬

送料を算定し他の保険医療機
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イ 直近６か月間に退院した患

者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 令和８年３月31日時点で現

に急性期一般入院料１、７対１

入院基本料（特定機能病院入院

基本料（一般病棟に限る。）及

び専門病院入院基本料）に係る

届出を行っている病棟について

は、令和９年５月31日までの

間、（１）及び（２）の規定に

限り、なお従前の例によること

ができる。 

９ 療養病棟入院基本料の注10に規

定する在宅復帰機能強化加算につ

いて 

(２) 次のいずれにも適合するこ

と。 

ア 当該病棟から退院した患者

（当該保険医療機関の他病棟

（療養病棟入院基本料を算定

していない病棟に限る。）か

ら当該病棟に転棟した患者に

ついては、当該病棟に入院し

た期間が１月以上のものに限

る。以下この項において同

じ。）に占める在宅に退院し

た患者の割合が５割以上であ

り、その割合は、次の(イ)に

掲げる数を(ロ)に掲げる数で

除して算出するものであるこ

と。なお在宅に退院した患者

とは、同一の保険医療機関の

関に転院した患者及び死亡退

院した患者を除く。）のう

ち、自宅等に退院するものの

数 

イ 直近６か月間に退院した患

者数（第２部「通則５」に規

定する入院期間が通算される

再入院患者、同一の保険医療

機関の当該入院料にかかる病

棟以外の病棟への転棟患者、

「Ｃ００４－２」救急患者連

携搬送料を算定し他の保険医

療機関に転院した患者及び死

亡退院した患者を除く。） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 療養病棟入院基本料の注10に規

定する在宅復帰機能強化加算につ

いて 

(２) 次のいずれにも適合するこ

と。 

ア 当該病棟から退院した患者

（当該保険医療機関の他病棟

（療養病棟入院基本料を算定

していない病棟に限る。）か

ら当該病棟に転棟した患者に

ついては、当該病棟に入院し

た期間が１月以上のものに限

る。以下この項において同

じ。）に占める在宅に退院し

た患者の割合が５割以上であ

り、その割合は、次の(イ)に

掲げる数を(ロ)に掲げる数で

除して算出するものであるこ

と。なお在宅に退院した患者

とは、同一の保険医療機関の
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当該加算に係る病棟以外の病

棟へ転棟した患者、他の保険

医療機関へ転院した患者及び

介護老人保健施設に入所する

患者を除く患者をいい、退院

した患者の在宅での生活が１

月以上（医療区分３の患者に

ついては14日以上）継続する

見込みであることを確認でき

た患者をいう。 

(イ) 直近６月間に退院した

患者（第２部「通則５」に

規定する入院期間が通算さ

れる再入院患者、退院時に

他の入院料を届け出ている

病床又は病室に入院してい

た患者、「Ａ４００」短期

滞在手術等基本料を算定す

る患者及び死亡退院した患

者を除く。）のうち、在宅

に退院した患者数 

(ロ) 直近６か月間に退院し

た患者数（第２部「通則

５」に規定する入院期間が

通算される再入院患者、退

院時に他の入院料を届け出

ている病床又は病室に入院

していた患者、「Ａ４０

０」短期滞在手術等基本料

を算定する患者及び死亡退

院した患者を除き、他の保

険医療機関へ転院した者等

を含む。ただし、病状の急

性増悪等により、他の保険

医療機関（当該保険医療機

関と特別の関係にあるもの

を除く。）での治療が必要

になり転院した患者を除

く。なお、当該患者の数及

び各患者の症状詳記の一覧

を、届出の際に添付の上提

出する。） 

イ （略） 

(３)（略） 

当該加算に係る病棟以外の病

棟へ転棟した患者、他の保険

医療機関へ転院した患者及び

介護老人保健施設に入所する

患者を除く患者をいい、退院

した患者の在宅での生活が１

月以上（医療区分３の患者に

ついては14日以上）継続する

見込みであることを確認でき

た患者をいう。 

(イ) 直近６月間に退院した

患者（第２部「通則５」に

規定する入院期間が通算さ

れる再入院患者及び死亡退

院した患者を除く。）のう

ち、在宅に退院した患者数 

 

 

 

 

 

(ロ) 直近６か月間に退院し

た患者数（第２部「通則

５」に規定する入院期間が

通算される再入院患者及び

死亡退院した患者を除き、

他の保険医療機関へ転院し

た者等を含む。ただし、病

状の急性増悪等により、他

の保険医療機関（当該保険

医療機関と特別の関係にあ

るものを除く。）での治療

が必要になり転院した患者

を除く。なお、当該患者の

数及び各患者の症状詳記の

一覧を、届出の際に添付の

上提出する。） 

 

 

 

 

 

イ （略） 

(３)（略） 
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(４) 令和８年３月31日時点で現

に療養病棟入院基本料の注10

に規定する在宅復帰機能強化

加算に係る届出を行っている

病棟については、令和９年５

月31日までの間、（２）の規

定に限り、なお従前の例によ

ることができる。 

 

【特定入院料の施設基準等 通則】 

特定入院料に関する施設基準は、

「基本診療料の施設基準等」の他、

下記のとおりとする。 

１～３ （略） 

４ 一病棟において届け出ることが

できる特定入院料の種別は２まで

に限るものであること。 

５ 在宅等に退院するものの割合そ

の他の患者の割合の計算は、特に

規定する場合を除き、特定入院料

を算定する病棟内に他の特定入院

料を算定する病床若しくは病室が

ある場合の当該病床又は病室に入

院する患者及び「Ａ４００」に規

定する短期滞在手術等基本料を算

定する患者を除いて行うこと。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特定入院料の施設基準等 通則】 

特定入院料に関する施設基準は、

「基本診療料の施設基準等」の他、

下記のとおりとする。 

１～３ （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［経過措置］ 
 令和８年３月 31日において現に特定入院料に係る届出を行っている病棟又は
病室については、当分の間、第９の１の（４）に定める基準に該当するものとみな
す。 

  




